
令和５年１１月１日 

 

平井区にお住いの方へ 

 

平井北区長  内野 正克     

平井南区長  藤岡 茂雄     

平井別荘区長 座間味 是吉    

 

平井コミュニティセンターの利用停止について 

 

 向寒の候，皆様方におかれましては，ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 また，日頃より平井区の活動にご理解とご協力をいただき，厚くお礼申し上げます。 

 さて，鹿嶋市教育委員会から，施設の老朽化および利用者数の減少により，平井コミュニティセンター

の利用停止を検討している旨の連絡を受けましたので，お知らせします（詳細については，下記のとお

り）。 

 つきましては，本件に対し，平井区にお住まいの方々のご意見等を教育委員会にお伝えしたいと考えて

おりますので，ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 平井コミュニティセンターの現状について 

（１）建物 

  本施設は，昭和５７年４月の開館以来，築４１年が経過しており，老朽化により修繕を必要とする

設備が多数生じている。 

市財政においては，社会保障や医療費を賄うための扶助費の増加は避けられず，また物価の高騰や

更新時期を迎えた社会インフラの維持管理費の負担が重くのしかかる中，市税の増収が見込めない状

況をみると，厳しい財政状況は当面続くことが予想され，本施設の修繕予算を確保することが難しい

状況となっている。 

 

（２）利用者数 

  開館した昭和５７年から平成８年までは年間延べ 16,000 人以上が本施設を利用していたが，平成

８年に同地区内に平井公民館が開館してからは年々減少し続け，コロナ前の令和元年で年間延べ約

3,500 人，コロナ禍においては 900～1,200 人となっており，コロナ禍の影響がなくなりつつある

現在においても戻っていない。 

なお，令和4年度において，利用者がいない日が月の半数以上だった月は8カ月あった。 

 

２ 平井区からの意見について 

 平井区からの意見として，教育委員会にお伝えすることを考えています。平井コミュニティセンターの

利用停止について，ご意見等ありましたら，令和５年１２月１５日（金）までに，各組で取りまとめのう

え，各区長まで連絡をお願いします。 

回 覧 


